
建築物の中間検査の手続きの流れ 
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※中間検査を受検しなかった場合は、完了検査を受けられませんのでご注意願います。 

 

 

建築物を建築する際は、「確認申請書」を建築主事又は指定確認機関

に提出し、計画の内容が法令に適合しているかどうか確認を受ける必

要があります。 

提出された「確認申請書」が法令に適合していれば「確認済証」が交

付され、工事に着手できます。 

「中間検査申請書」は、木造の場合は、建て方工事が完了した時期、

木造以外の場合は、基礎工事が完了した時期と２階の床配筋・床版

の取付を完了した時期に提出してください。 

建築主事又は指定確認検査機関が、工事中の建築物に対して、既に施

工されている部分について図面等を基に目視・計測等により検査しま

す。 

中間検査に合格しないと次の工程に進めません。 

工事が完了したら４日以内に「完了検査申請書」を提出して、完成し

た建築物が、法令に適合しているかどうか建築主事又は指定確認検査

機関の検査を受ける必要があります。 

検査を受けた建築物が法令に適合していれば「検査済証」が交付され

ます。確認済証と一緒に大切に保管してください。 

建築主事又は指定確認検査機関が、完成した建築物を目視・計測等に

より、図面と照合し、法令に適合しているかどうかの検査を行います。 

「検査済証」の交付を受けてから使用してください。 


